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平成２８年 ８月 ４ 日

都道府県医師会

　

介護保険担当理事

　　

殿

日本医師会常任理事

　

鈴 木

　

邦 彦

「平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の

特例に関する省令の施行について」 の送付について

　

平成２８年熊本地震に対処するために、平成２８年７月２８日付で、要介護認定有効期間およ

び要支援認定有効期間の特例に関する省令（平成２８年厚生労働省令第１３３号。 以下「特例

省令」 という。） が交付及び施行されました。

　

特例省令では、熊本地震に際して災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有する

被保険者に係る要介護認定有効期間および要支援認定有効期間については、従来の期間に新

たに１２月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることなどが示されております。

　

今般、 この特例省令が公布及び施行されたことについて、 厚生労働省老健局長から熊本県

知事宛てに文書が発出され、本会宛てにも情報の提供及び引き続き協力の依頼がありました。

本件につきましては、 熊本県外へ避難されている被災者も想定されることから、 貴会にお

かれましても本内容をご了知いただき、傘下の郡市区医師会及び会員へも情報提供を賜りた

く、 よろしくお願い申し上げます。

（添付資料）
・「平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の
特例に関する省令の施行について」 の送付について

（平２８．７．２８

　

老老発０７２８第１号

　

厚生労働省老健局老人保健課長通知）
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公益社団法人日本医師会会長

横倉

　

，義武

　　

殿
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ｉ日

厚生労働省老健局老人保健課 瞥倦同署だ

「平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定

　　

有効期間の特例に関する省令の施行について」 の送付について

標記につきましては、 別添の通知を平成２８ 年７月 ２８日付けで熊本県知事宛

て送付しましたので、 お知らせいたします。

　

つきましては、 通知の趣旨をご理解の上、 引き続き ご協力下さいますよう

お願い申し上げます。



老発０７ ２ ８第１号．

平成２８年７月２８日

熊本県知事

　

殿

厚生労働省老健局長

平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間

の特例に関する省令の施行について

　

平成二十八年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期

間の特例に関する省令（平成２８年厚生労働省令第１３３号。以下「特例省令」という。）

が、 本日公布及び施行されたところである。

　

改正の主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、 管内市町村、 関係者、 関

係団体等に対し、 周知徹底を図られたい。

記

１

　

特獅－階ハ令の内容

（１）要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について（第１項関係）

　

平成２８年熊本地震に際し災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市

町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定

有効期間については、 従来の期間に新たに１２月間までの範囲内で市町村が定める

期間を合算できること。



（２）当該措置の対象について（第２項関係）

　

当該措置は、平成２８年４月１５日から平成２９年３月３１日までの間に第１項の規

定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期

間について適用すること。

２

　

施行期日

　

公布の日 （平成２８年７月２８日）



第６８２６号平成２８年７月 ２８ 日

　

木曜日

○
平
庭
二
十
八
錠
熊
本
ｔ
笈
に
対
処
す
る
た

め
の
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援

認
定
有
効
期
間
の
特
例
に
関
す
る
省
令

　

（同
一
三
三
）

　

ｍ
ｍ
目
胴
…朋
ｍ
…次
柵
馴

　　

〔省

　　

令
〕

○
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
民
年
金

法
施
行
規
則
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行

規
則
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

　

‐

改
正
す
る
省
令

　

へ厚
生
労
働
一
三
二
）

　　　

－－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”
．▼刷

ー圏圏
圏
鮒綱

　　　　　　　　　

集
鞭

報官

○
円
借
款
の
支
出
期
間
の
延
長
に
関
す
る
日

　

本
国
政
府
と
イ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
口
上

　

書
の
交
換
に
関
す
る
件

　

（同
三
〇
四
、
三
〇
五
）

０
円
借
款
の
供
与
に
婚
す
る
日
本
国
政
府
と

　

ル
ワ
ン
ダ
共
和
国
政
府
と
の
間
の
書
簡
の

　

交
換
に
関
す
る
件

（同
三
〇
六
）

０
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ

　

協
定
へ
の
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
の
加
入
に
関

　

す
る
議
定
書
の
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
に
よ
る

　

受
諾
に
関
す
る
件

（同
三
〇
七
）

○
ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に

　

関
す
る
日
本
国
政
府
と
ザ
ン
ビ
ア
共
和
国

　

政
府
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

　

（同
三
〇
八
）

○
コ
ン
ゴ
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

　

す
る
日
本
国
政
府
と
コ
ン
ゴ
共
和
国
政
府

　

と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

　

（同
三
〇
九
）

○
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー

　

ン
諸
島
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関
す
る
日

　

本
国
政
府
と
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ

　

レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島
政
府
と
の
間
の
書
簡

　

の
交
換
に
関
す
る
件

（同
三
一
○
）

○
雇
用
保
険
法
第
十
八
条
第
一項
及
び
悌
二

　

項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
第
三
項
に
規
定

　

す
る
自
動
変
更
対
象
額
を
変
更
す
る
件

　

（厚
生
労
働
二
九
九
）

０
雇
用
保
険
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

　

基
づ
き
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

控
除
額
を
変
更
す
る
件

（同
三
〇
０
）

○
雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
第
七
項
の
規
定

　

に
基
づ
き
同
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
支
給
限
度
額
を
変
更
す
る
件

　

（同
三
〇
一
）

響
詩
雌
晴
槌
砕
帖
日
刊
斧
政
機
関
の
休
日
休
む

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

　

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

　

二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に

　

よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管

′理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一
般

　

医
療
機
器
の
．一
部
を
改
正
す
る
件

．
｛同
三
〇
二
）

０
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

　

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関

係
手
数
料
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一号
イ

　

（１
）
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
の
注
意
を

　

”

要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指

定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
の
一部
を
改

・正
す
る
件

（同
三
〇
三
）

○
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

　

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

．
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大

　

臣
が
指
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器

　

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（同
三
〇
四
）

○
医
薬
品
、．医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

　

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

・・
一
一十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定

．
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
基
準
を
定
め
て

　

指
定
す
る
医
療
機
器
の
一
部
を
改
正
す
る
，

．
件
・（同
三
〇
五
）

０
肥
料
を
登
録
し
た
件

　

合
服
林
水
産
一
五
〇
四
）

０
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
＝の
安
定
に
関

　

す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
件
の
一
部
を

　

改
正
す
る
件
．（同
一
五
〇
五
）

０
電
気
事
業
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の

　

登
録
調
査
機
関
と
し
て
登
録
の
更
新
を
し

　

た
件

（経
済
産
業
二
一

　

一
）

○
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る

　

法
律
に
基
づ
く
建
築
物
調
査
業
務
の
休
止
．

　

に
関
す
る
件
（関
東
地
方
整
備
局
二
六
一）

○
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
件

　

（近
畿
地
方
整
備
局
－
－一三
）

０
道
路
に
関
す
る
件

、
（沖
縄
総
合
事
務
局
四
○
、
四
一
）

〔国
会
事
項
〕

．〔人
事
異
動
〕

外
務
省

〔官
庁
報
止巳

官
庁
事
項

沖
縄
総
合
事
務
局
公
示
（沖
縄
総
合
事
務
局
）

法
′

　

務

公
証
人
任
免

（法
務
省
）

労

　　

働

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法

第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
関
係
労
働
者

を
代
表
す
る
者
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

（厚
生
労
働
省
）

・

諸
事
項

官
庁

　

第
三
者
所
有
物
の
没
収
、
財
団
、
司
法
書

　

士
懲
戒
処
分
、
鉱
業
法
第
一
四
二
条
の
規

　

定
、
建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
、
基
本

測
量
関
係
事
項
関
係

裁
判
所

　

・

　

相
続
、
公
示
催
告
、
失
際
、
破
産
、
特
別

　

清
算
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

　ｇ



ー細
一周

　

省

　　　　　　　　　　　　

　
　

　

　
　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

０
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
二
号

　

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

【平
成

．二
十
五
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第
百
四
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
国

民
年
金
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
の
一部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

．
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

　　

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
民
年
金
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
特
例
等
に
関
す
る

　　

省
令
の
一部
を
改
正
す
る
省
令

　

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
民
年
金
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令

．（平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
六
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
、
ド

　　　

と
の
問

平成２８年７月２８日

　

木曜日

　

介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項

（同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項

（同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Ｊ
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十

八
年
熊
本
地
繊
に
対
処
す
る
た
め
の
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
の
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

　

塩
崎

　

恭
久

　　

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
対
処
す
る
た
め
の
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
の
特
例
に

　　

関
す
る
省
令

１

　

平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の

　

区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者
に
係
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間

（介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十
一
年
厚
生

省
令
第
三
十
六
号
。
以
下

「規
則
」
と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
を
い
い
・

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

　

の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号
｝

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則

　

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「旧
規
則
」と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
Ｊ
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
（規
則
第
五
十
二
条
第
一項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
有
効
期

間
を
い
い
、
旧
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
有
効
期
間
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に

係
る
次
の
表
の
上
綱
に
掲
げ
る
規
則
及
び
旧
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
桐
に

掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

メ
モ
“

　　

竃

を
曇
制度
加
入
で
き
な
き

ぁ
そ
ば
工

附

　

則

の

一
般
財
団
法
人

日
本
デ
ー
タ
通

信
協
会

　

情
報

通
信
人
材
育
成

本
部

　

信
越
支

部

　　　　

‐

一
般
財
団
法
人

日
本
デ
ー
タ
風

信
協
会

　

情
報

通
信
人
材
育
成

本
部

　

九
州
支

部 事
務
所
の
名
称

長
野
県
長
野
市

妻
料
四
百
二
十

六
ー
一

熊
本
県
熊
本
市

中
央
区
紺
屋
今

町
ニ
ー
二
十
三

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

事
務
所
の
所
在

地

平
成
二
十
七
年

十
月
一
日

廃
止
日

Ｒ
Ｈ

馴剛棚蝋樹齢隙棚溝擬

合
を
含
む
。）
及
び
旧
規
則

鵬服針に憤離籍期
軸

靴
錦
紳
翼
準
用
す
る場
合

規
則
第
五
十
二
条
第
一項

兎帆綱噂価針厩榛磯醇

合
を
含
む
．）及
び
旧
規
則

締鵬針に憤蹴秦期争醐

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）

ゑ卿鵬解叶机桑競落顎

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
旧
規
則

第
三
十
八
条
第
二
項

（旧

規
則
第
四
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
Ｊ

規
則
第
三
十
バ
条
第
一
項

（規
則
第
四
十
一
条
第
二

　

に
お
い
て
準
用
す
る
場

口を
含
む
Ｊ
及
び
旧
規
則

　

三
十
八
条
第
一
項
（旧

′

　

則
第
四
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
．ｖ

の
期
間

．‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

と
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間

の
期
間

と
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間

の
期
間
と
十
二
月
問
ま
で
の
範
囲
内
で

市
町
村
が
定
め
る
期
間
を
合
算
し
て
得

た
期
間

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
十

二
月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
市
町
村
が
定

め
る
期
間

の
期
間
と
十
二
月
間
ま
で
の
範
囲
内
で

市
町
村
が
定
め
る
期
間
を
合
算
し
て
得

た
期
間

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
十

二
月
間
ま
で
の
範
囲
内
で
市
町
村
が
定

め
る
期
間

前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
項
の
規
定
の

適
用
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
満
了
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

附

　

則

　

・

皿

　

告

　　　

示

‐
圃

０
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則

（昭
和
六
十
年
郵
政
省
令

第
二
十
七
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
試
験
機
関
と
し
て
指
定
し
た
一
般
財
団
法
人
日
本

デ
ー
タ
通
信
協
会
か
ら
、
電
気
通
信
主
任
技
術
者
試
験
の

実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

　

山
本

　

早
苗

弟
七
条
第
七
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

社
会
保
障
に
関
す
る
日
本

国
と
イ
ン
ド
共
和
国
と
の

脳
の
協
定

（以
下

「イ
ン

ド

　

定
」
と
い
う
。一

収
入
を
理
由
に
イ
ン
ド
年
金
制
度

（イ
ン
ド
協
定
第
二
条
２
に
規
定
す
る

法
律
及
び
規
則
に
基
づ
く
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
加
入
で
き
な
い

者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨


